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▶ 日本は、少子化による急速な人口減少と高齢化という未曾有の危機に直面しています。

▶ 高齢者人口（

頃にピークを迎え、

▶ AIや

▶ 地方自治体が、安定して、持続可能な形で、住民サービスを提供し続けることは、住民が健康で文

化的な生活を送り、地域経済を守るために欠かすことができません。

▶ 昭和・平成期の市町村合併や地方分権改革により、地方自治体は、その規模能力を大幅に向上させ、

権限や自由度も強化

▶ 高度経済成長期に整備したインフラや公共施設は、これから大量更新の時期をむかえ、物的・人的

投資を更新すべき時期に来ており、人口減少時代にあった社会経済

す。 

 

２ 

 

▶ これまでの地方行革により職員数は減少し、人口減少が進む

政運営が必要にな

▶ 社会保障に係る経費（民生費）や老朽化した公共施設・インフラの更新に要する費用（土木費・農

林水産費・教育費）の増大が想定できます。

▶ 自治体行政の経営資源が変化する中、持続可能な行政体制の構築が必要となってきます。

▶ 2040年頃の姿を想定し
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▶ 田原市においては、新市発足後の

「第2

（H27

一定の成果をあげてきました。

▶ 平成24

できるまち」

加と協働」

▶ 平成27

標に、一定の権限を持った新たな広域連携体制を構築するため、

広域連合」
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投資を更新すべき時期に来ており、人口減少時代にあった社会経済
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林水産費・教育費）の増大が想定できます。

自治体行政の経営資源が変化する中、持続可能な行政体制の構築が必要となってきます。
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田原市においては、新市発足後の

2次田原市行政改革大綱」

H27-H31）により、行政運営の効率化や市民サービスの向上に取組み、

一定の成果をあげてきました。

24年度には、激変の社会動向に対応し、新たに

できるまち」を理念に掲げた

加と協働」を主眼においた行政運営を図ることとしています。
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日本は、少子化による急速な人口減少と高齢化という未曾有の危機に直面しています。
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地方自治体が、安定して、持続可能な形で、住民サービスを提供し続けることは、住民が健康で文

化的な生活を送り、地域経済を守るために欠かすことができません。

昭和・平成期の市町村合併や地方分権改革により、地方自治体は、その規模能力を大幅に向上させ、
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社会保障に係る経費（民生費）や老朽化した公共施設・インフラの更新に要する費用（土木費・農

林水産費・教育費）の増大が想定できます。

自治体行政の経営資源が変化する中、持続可能な行政体制の構築が必要となってきます。
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化的な生活を送り、地域経済を守るために欠かすことができません。
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日本は、少子化による急速な人口減少と高齢化という未曾有の危機に直面しています。
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、ロボット等がもたらす技術革新は、既に社会に大きな影響を与え始めています。

地方自治体が、安定して、持続可能な形で、住民サービスを提供し続けることは、住民が健康で文

 

昭和・平成期の市町村合併や地方分権改革により、地方自治体は、その規模能力を大幅に向上させ、

高度経済成長期に整備したインフラや公共施設は、これから大量更新の時期をむかえ、物的・人的

モデルを構築する必要がありま

年頃には更に少ない職員数での行

社会保障に係る経費（民生費）や老朽化した公共施設・インフラの更新に要する費用（土木費・農

自治体行政の経営資源が変化する中、持続可能な行政体制の構築が必要となってきます。
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め、以下の点に留意して策

 

次田原市行政改革大綱） 

年を見据えた戦略を構築

資料

、さらに推し進めるとともに、改定

め、以下の点に留意して策

を構築） 

資料５ 



 

６

 

 

 

 

 

 

６ 

 

● 資料２のスケジュールを基本に

 

◇ 行政改革の進捗状況

◇ 田原市の現状（人口・財政状況等）

◇ 社会動向

◇ 改革の方向性

◇ 改革の期間
 

 

◇ 前提事項への委員意見の反映

 

 

 

◇ 改革基本方針

 （第1次）新生田原市の基礎づくり、（

（第3次）共感と連携による改革のステップアップ

◇ 課題整理・改革項目の検討

 

 

資料２のスケジュールを基本に

 第１回田原市行政改革推進委員会

行政改革の進捗状況

田原市の現状（人口・財政状況等）

社会動向 

改革の方向性（まちづくりの理念・改革の理念等）

改革の期間 

前提事項への委員意見の反映

 第１回田原市行政改革推進委員会

改革基本方針の検討

次）新生田原市の基礎づくり、（

次）共感と連携による改革のステップアップ

課題整理・改革項目の検討

● 行政改革の課題抽出・整理

資料２のスケジュールを基本に

第１回田原市行政改革推進委員会

① 前提事項の確認

行政改革の進捗状況（第３次田原市行政改革大綱）

田原市の現状（人口・財政状況等）

（まちづくりの理念・改革の理念等）

② 

前提事項への委員意見の反映 

田原市行政改革推進委員会

① 改革項目の検討

の検討 

次）新生田原市の基礎づくり、（

次）共感と連携による改革のステップアップ

課題整理・改革項目の検討 

行政改革の課題抽出・整理

※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ

資料２のスケジュールを基本に、答申に向け

策定の進

第１回田原市行政改革推進委員会

前提事項の確認

次田原市行政改革大綱）

田原市の現状（人口・財政状況等） 

（まちづくりの理念・改革の理念等）

 意見交換 

 

田原市行政改革推進委員会

改革項目の検討

次）新生田原市の基礎づくり、（第2

次）共感と連携による改革のステップアップ

行政改革の課題抽出・整理

※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ

、答申に向け

進め方 

第１回田原市行政改革推進委員会 

前提事項の確認 

次田原市行政改革大綱） 

（まちづくりの理念・改革の理念等） 

 

田原市行政改革推進委員会 

改革項目の検討 

2次）参加と協働、連携による改革

次）共感と連携による改革のステップアップ 

行政改革の課題抽出・整理（市役所庁内作業）

※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ

、答申に向け個別改革プランの検討を重ねます。

第１回田原市行政改革推進委員会 5/31  

 研究会 

参加と協働、連携による改革

（市役所庁内作業）

※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ※第１回行革委員会の方向性を踏まえ    

個別改革プランの検討を重ねます。

 

  

参加と協働、連携による改革 

（市役所庁内作業） 

個別改革プランの検討を重ねます。個別改革プランの検討を重ねます。 


